
８
月
３１
日
、
９
月
１３
日
、
そ
れ
ぞ
れ
田

原
市
役
所
と
渥
美
町
中
央
公
民
館
多
目
的

ホ
ー
ル
で
「
第
２
・
第
３
回
田
原
市
・
渥

美
町
合
併
協
議
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

第
２
回
協
議
会
で
は
、「
合
併
の
方
式
」、

「
新
市
の
名
称
」、「
新
市
の
事
務
所
の
位

置
」、「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取

扱
い
」
に
つ
い
て
の
４
項
目
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

第
３
回
協
議
会
で
は
、「
財
産
及
び
債

務
の
取
扱
い
」、「
地
域
審
議
会
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て
の
２
項
目
が
確
認
さ
れ
、「
新
市

建
設
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
骨
子

に
つ
い
て
報
告
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
協
議
会
主
催
に
よ
る
「
田
原

市
・
渥
美
町
の
合
併
に
よ
る
新
市
の
ま
ち

づ
く
り
講
演
会
」
の
開
催
日
程
等
に
つ
い

て
報
告
を
し
ま
し
た
。

今
回
は
、「
第
２
・
第
３
回
田
原
市
・

渥
美
町
合
併
協
議
会
」
で
協
議
・
確
認
さ

れ
た
事
項
等
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
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合
併
の
方
式
は
「
編
入
合
併
」 

　
　
　
　
　
　
新
市
の
名
称
は
「
田
原
市
」
で
確
認 

田原市・渥美町合併協議会 

第２号 
平成１６年１０月１日 

第３回合併協議会（渥美町中央公民館）



第
２
回
の
合
併
協
議
会
で
は
、
議
題
と

し
て
確
認
事
項
４
項
目
、
提
案
事
項
２
項

目
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
１
）
合
併
の
方
式
に
つ

い
て

「
渥
美
郡
渥
美
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
田
原
市
に
編
入
す
る
編
入
合
併
と
す
る
」

こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
３
）
新
市
の
名
称
に
つ

い
て

「
新
市
の
名
称
は
、
田
原
市
と
す
る
」

こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
４
）
新
市
の
事
務
所
の

位
置
に
つ
い
て

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
田
原
市

田
原
町
南
番
場
３０
番
地
１
と
す
る
」
こ
と

で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
６
）
議
会
議
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

「
合
併
時
に
渥
美
町
の
議
会
議
員
は
身

分
を
失
い
、
合
併
後
、
地
方
自
治
法
第
９１

条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
数
を
４
人

増
加
し
、
渥
美
町
の
区
域
を
選
挙
区
と
す

る
増
員
選
挙
を
実
施
す
る
」
こ
と
で
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
５
）
財
産
及
び
債
務
の

取
扱
い
に
つ
い
て

■
（
協
定
項
目
２４
）
地
域
審
議
会
の
取

扱
い
に
つ
い
て

以
上
２
項
目
が
提
案
さ
れ
、
次
回
の
協

議
会
で
確
認
事
項
と
し
て
協
議
さ
れ
ま
す
。

第
３
回
の
合
併
協
議
会
で
は
、
議
題
と

し
て
確
認
事
項
２
項
目
、
提
案
事
項
５
項

目
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
５
）
財
産
及
び
債
務
の

取
扱
い
に
つ
い
て

「
渥
美
町
の
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務

は
、
す
べ
て
田
原
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
基
金
に
つ
い
て
は
、
類

似
の
も
の
を
田
原
市
の
基
金
に
統
合
し
、

渥
美
町
農
業
集
落
家
庭
排
水
処
理
施
設
設

置
事
業
基
金
は
合
併
時
に
廃
止
す
る
も
の

と
す
る
」
こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
２４
）
地
域
審
議
会
の
取

扱
い
に
つ
い
て

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
５
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併

前
の
渥
美
町
の
区
域
を
対
象
と
す
る
地
域

審
議
会
を
設
置
す
る
」
こ
と
で
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
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第２回 

合
併
協
議
会
の
結
果 

８
月
３１
日（
火
）田
原
市
役
所 

確 

認 

事 

項 

提 

案 

事 

項 

【
調
整
内
容
】 

　
田
原
市
の
現
議
員
の
身
分
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
渥
美
町
の
現
議
員
は
、合
併
と
同

時
に
そ
の
身
分
を
失
い
ま
す
が
、新

市
全
体
で
地
方
自
治
法
の
上
限
３０

人
を
定
数
と
し
、渥
美
選
挙
区
を
設

け
、定
数
４
人
の
増
員
選
挙
を
実
施

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
な
お
、任
期
は
田
原
市
の
現
議
員

と
同
じ
平
成
１９
年
２
月
２
日
と
な
り

ま
す
。 

【
現
況
】 

・
議
員
数 

　
田
原
市
　
２６
名 

　
渥
美
町
　
１８
名 

・
任
期 

　
田
原
市
　
平
成
１９
年
２
月
２
日 

　
渥
美
町
　
平
成
１９
年
４
月
２９
日 

《
解
説
》 議会

議
員
の
定
数
及
び
任
期 

第３回 

合
併
協
議
会
の
結
果 

９
月
１３
日（
月
）渥
美
町
中
央
公
民
館 

確 

認 

事 

項 

【
調
整
内
容
】 

・
設
置
期
間 

　
合
併
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
３１
日

と
す
る
。 

・
所
掌
事
務 

　
・
新
市
建
設
計
画
の
変
更
に
関
す

る
事
項 

　
・
新
市
建
設
計
画
の
進
捗
状
況
に

関
す
る
事
項 

　
・
新
市
の
基
本
構
想
の
作
成
及
び

変
更
に
関
す
る
事
項 

　
・
右
記
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

・
組
織 

　
地
域
審
議
会
は
、委
員
１０
人
以
内

で
組
織
し
、合
併
前
の
渥
美
町
の
区

域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、自
治
組

織
代
表
、社
会
教
育
及
び
学
校
教
育

の
団
体
に
属
す
る
者
等
を
市
長
が
任

命
し
ま
す
。 

《
解
説
》 

　
　
地
域
審
議
会
に
つ
い
て 

　
地
域
審
議
会
と
は
、合
併
に
よ
り

行
政
区
域
が
拡
大
し
、地
域
住
民
の

意
見
が
市
町
村
の
施
策
に
反
映
さ
れ

に
く
く
な
る
と
い
う
懸
念
に
対
応
す

る
も
の
で
、合
併
後
の
新
市
町
村
長

の
諮
問
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

ま
す
。 



⑤
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構

２
　
現
在
の
渥
美
町
役
場
に
つ
い
て

は
、
支
所
と
し
て
存
続
さ
せ
る
も
の

と
す
る
。

な
お
、
支
所
の
組
織
に
つ
い
て
は
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ
う

に
十
分
配
慮
し
、
段
階
的
に
再
編
、

見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。」

と
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
５
項
目
が
提
案
さ
れ
、
次
回
の
協

議
会
で
確
認
事
項
と
し
て
協
議
さ
れ
ま
す
。

新
市
建
設
計
画
の
骨
子
に
つ
い
て

当
協
議
会
が
作
成
す
る
新
市
建
設
計
画

に
つ
い
て
の
骨
子
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

（
仮
称
）

田
原
市
・
渥
美
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
計
画

序
章・

合
併
の
必
要
性

・
計
画
策
定
の
方
針

第
１
章
　
新
市
の
概
況

・
主
要
指
標

・
概
況

・
人
口
動
態
の
見
通
し

・
地
域
の
課
題

第
２
章
　
基
本
方
針

・
新
市
の
将
来
像

・
施
策
の
体
系

第
３
章
　
土
地
利
用
の
方
向
性

・
地
区
拠
点
の
整
備

・
特
徴
的
ゾ
ー
ン
の
整
備

・
新
市
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

第
４
章
　
新
市
の
施
策

・
新
市
の
主
要
施
策

・
新
市
の
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
地
域
経
営

第
５
章
　
新
市
に
お
け
る
愛
知
県
事
業

の
推
進

第
６
章
　
公
共
施
設
の
統
合
整
備

第
７
章
　
財
政
計
画

【
計
画
策
定
の
方
針
】

計
画
期
間
は
、
平
成
１７
年
度
及
び
こ
れ

に
続
く
１０
年
度
間
と
し
ま
す
。

【
主
要
指
標
】

新
市
の
概
況
と
し
て
、
人
口
は
６
万
５

千
人
。
名
古
屋
市
を
除
く
県
内
８７
市
町
村

の
う
ち
２４
位
と
な
り
ま
す
。
新
市
の
農
業

産
出
額
は
７
６
８
億
円
。
豊
橋
市
を
抜
い

て
全
国
１
位
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
工
業

の
分
野
の
製
造
品
出
荷
額
等
は
、
１
兆
６
、

６
３
１
億
円
。
県
内
３
位
、
全
国
１４
位
に

位
置
し
ま
す
。

【
新
市
の
将
来
都
市
像
】

新
市
の
将
来
都
市
像
と
し
て
は
、
田
原

町
と
赤
羽
根
町
と
の
合
併
時
と
同
様
に

「
う
る
お
い
と
活
力
の
あ
る
田
園
共
生
都
市

（
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
）」
と
し
、
豊
か
な
自

然
と
活
性
化
さ
れ
た
経
済
活
動
、
生
き
生

き
と
し
た
住
民
生
活
、
自
治
体
と
し
て
の

自
立
と
い
っ
た
よ
う
な
力
強
い
イ
メ
ー
ジ

を
併
せ
持
ち
、
経
済
自
立
、
住
民
自
治
に

よ
る
協
働
や
環
境
循
環
の
社
会
シ
ス
テ
ム

が
で
き
る
よ
う
な
都
市
を
目
指
し
ま
す
。
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やま もと ゆう じ ろう 

●＝基本方針が確認された項目 
○＝現在協議中の項目 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 

７ 

８ 
９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 
１７ 
１８ 
１９ 
２０ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 
２５ 
２６ 

● 
 
● 
● 
● 
● 

 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
   
○ 

合併の方式 
合併の期日 
新市の名称 
新市の事務所の位置 
財産及び債務の取扱い 
議会議員の定数及び任期の取扱い 

 

地方税の取扱い 
一般職の職員の身分の取扱い 
特別職の身分の取扱い 
条例・規則等の取扱い 
事務組織及び機構の取扱い 
一部事務組合等の取扱い 
使用料、手数料等の取扱い 
諮問機関等の取扱い 
補助金・交付金等の取扱い 
町名・字名の取扱い 
慣行の取扱い 
国民健康保険事業の取扱い 
介護保険事業の取扱い 
消防団の取扱い 
行政区の取扱い 
公共的団体等の取扱い 
地域審議会の取扱い 
各種事務事業の取扱い 
新市建設計画 

項　　目 状況 

第５回 

第６回 

１６．１０．８（金） 

１６．１１．１１（木） 

田原市 

渥美町 

１３：３０ 

１３：３０ 

開 催 日  開催場所 開催時間 合併協議会 

●合併協定項目 

●田原市・渥美町合併協議会開催日程 

平成１６年９月１３日現在 

農業委員会委員の定数及び任
期の取扱い 

※開催場所、日時については、変更することがあります。 

まちづくり講演会 開催日程 
第２回 テーマ 
「今ふるさとを想う」～変わる時代の流れ～ 
日時：平成１６年１０月８日（金） 
　　　開場１８：００　開演１８：３０ 
会場：渥美町文化会館文化ホール 
講師：高千穂大学客員教授 
　　　　山　本　雄　二　郎　氏 

そ 

の 

他 



■
（
協
定
項
目
８
）
地
方
税
の
取
扱
い

に
つ
い
て

「
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
田

原
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
都

市
計
画
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い

て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る

法
律
第
１０
条
の
地
方
税
に
関
す
る
特
例
の

規
定
を
適
用
し
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う

も
の
と
す
る
。

１
　
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
合
併

年
度
及
び
そ
の
翌
年
度
は
、
現
行
の

と
お
り
と
す
る
。

２
　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、

合
併
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、

翌
年
度
調
整
し
統
一
す
る
。」

と
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
９
）
一
般
職
の
職
員
の

身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て

「
１
　
渥
美
町
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す

べ
て
田
原
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

２
　
渥
美
町
の
一
般
職
の
職
員
の
給

与
、
任
免
、
配
置
そ
の
他
の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
田
原
市
の
職

員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
公
正
に
取

り
扱
う
も
の
と
す
る
。

３
　
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
定
員
適
正

化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適

正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」

と
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
か
ら
の
質
疑

Ｑ
　
定
員
適
正
化
計
画
の
目
標
年
度
、
目

標
職
員
数
な
ど
現
段
階
で
試
案
な
ど
が

あ
れ
ば
教
え
て
ほ
し
い
。

Ａ
　
定
員
適
正
化
の
目
標
年
度
に
つ
き
ま

し
て
は
、
人
件
費
を
左
右
す
る
も
の
で
、

新
市
建
設
計
画
の
根
拠
と
な
る
財
政
計

画
や
合
併
後
の
総
合
計
画
と
も
密
接
に

関
係
し
て
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
計

画
期
間
で
あ
る
平
成
２７
年
度
を
目
途
と

す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
に
目
標
職
員
数
に
つ
き
ま
し
て

は
、
合
併
後
の
新
市
の
人
口
と
産
業
構

造
を
基
準
に
し
た
類
似
団
体
別
職
員
数

や
自
治
体
の
行
政
需
要
に
密
接
に
関
係

す
る
様
々
な
指
標
と
職
員
数
と
の
関
係

を
分
析
し
職
員
数
を
算
出
し
た
定
員
モ

デ
ル
を
活
用
し
、
試
算
し
て
み
ま
す
と
、

合
併
後
の
職
員
数
８
４
９
名
は
、
概
ね

１
５
０
名
か
ら
２
０
０
名
程
度
が
多
い

と
想
定
さ
れ
ま
す
。

■
（
協
定
項
目
１０
）
特
別
職
の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て

「
渥
美
町
の
常
勤
の
特
別
職
（
教
育
長

を
含
む
。）
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
両
市
町
の
長
が
別
に
協
議
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

■
（
協
定
項
目
１１
）
条
例
・
規
則
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て

「
田
原
市
の
条
例
・
規
則
を
適
用
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
協
議
会
で

協
議
・
確
認
さ
れ
た
各
種
事
務
事
業
等
の

調
整
内
容
に
関
係
す
る
条
例
・
規
則
に
つ

い
て
は
、
そ
の
調
整
内
容
を
踏
ま
え
て
規

定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

■
（
協
定
項
目
１２
）
事
務
組
織
及
び
機

構
の
取
扱
い
に
つ
い
て

「
１
　
新
市
の
事
務
組
織
及
び
機
構
は
、

次
の
方
針
に
基
づ
き
整
備
す
る
。

①
地
方
分
権
に
お
け
る
行
政
課
題
に

迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る
組

織
・
機
構

②
住
民
の
声
を
適
正
に
反
映
で
き
る

組
織
・
機
構

③
住
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
利
用
し

や
す
い
組
織
・
機
構

④
指
揮
命
令
系
統
を
簡
素
化
し
、
責

任
の
所
在
が
明
確
な
組
織
・
機
構
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項 
●
都
市
計
画
税 

　
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
、原
則
と

し
て
市
街
化
区
域
内
の
土
地
や
家
屋

の
所
有
者
に
係
る
目
的
税
で
、一
定
の

市
町
村
が
行
な
う
都
市
計
画
事
業

や
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る

費
用
に
充
て
ら
れ
ま
す
。
田
原
市（
旧

赤
羽
根
町
は
平
成
１８
年
度
か
ら
）の

《
解
説
》 地方

税
の
取
扱
い 

み
課
税
し
て
お
り
、税
率
は
０
・
２５
％

（
制
限
税
率
０
・
３
％
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

●
国
民
健
康
保
険
税 

　
国
民
健
康
保
険
に
係
る
費
用
に

充
て
る
た
め
に
課
す
る
目
的
税
で
、

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
い
る

世
帯
の
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と

な
り
ま
す
。
保
険
税
は
、そ
の
年
の
保

険
事
業
に
必
要
な
費
用
総
額
か
ら

補
助
金
等
を
差
し
引
い
た
残
り
の
額

を
被
保
険
者
が
負
担
す
る
も
の
で
、

両
市
町
と
も
４
方
式
（
所
得
割
、資

産
割
、被
保
険
者
均
等
割
、世
帯
別

平
等
割
）で
、毎
年
算
定
し
て
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、被
保
険
者
の
所
得
等

に
よ
り
税
額
が
異
な
り
ま
す
。ま
た
、

両
市
町
と
も
介
護
保
険
の
納
付
金

に
係
る
税
額
も
同
様
に
計
算
し
、合

わ
せ
て
課
税
し
て
い
ま
す
。 


